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「主な論点」とこれまでの主な御意見について 

 

※ 第１回検討会議の資料４「デジタルな形態を含む新たな教科書の円滑な導

入に向けた主な論点」と、第１回検討会議までの委員の御意見の対応関係を

整理したもの。 

※ 以下に示す御意見は、適宜要約して記載しているため、正確な委員の御発

言については、別途公開している議事録を参照のこと。 

 

【論点① 教科書の形態のあり方】 

教科書として紙だけでなくデジタルな形態も可能となった場合、学校種や学

年段階、教科の特性などに照らし、採択権者の意向も踏まえて、教科書の形態

のあり方についてどのように考えるか。 

○ 小学校の中でも、基礎的な学力を身につけていく段階といえる低学年・中

学年については、全てがデジタルな教科書のみとなるということは慎重に検

討して取り扱うべきではないか。（第１回） 

○ 紙の教科書・デジタル教科書それぞれの良さがあるため、教科の特性や学

習内容に応じて教科書が作成されることが重要。（第１回） 

○ 学習する児童生徒の視点に立つとともに、指導する教師の視点も踏まえて

検討していくことも必要。（第１回） 

○ どのような形態の教科書を選択する場合でも、デジタルか、紙かといった

二項対立に陥らずに、どちらのメリットも生かしながら日常的に活用してい

くことが重要だと思う。（第１回） 

 

【論点② 紙・デジタルがそれぞれが効果的な学習場面】 

これまでの教科書代替教材の活用実績や実証研究から窺われる、学習への使

用における紙・デジタルの特性を踏まえて、紙が効果的な学習場面、デジタル

が効果的な学習場面についてどのように考えるか。 

○ 現行制度下において、現行のデジタル教科書と一体的に使用できるコンテ

ンツや機能が教科ごとにあるため、これらを具体例として検討することが考

えられるのではないか。（第１回） 

○ 学習に対しての生徒の特性は、デジタルな形態の教材を使用する際の大き

なポイントであり、どういったところで効果的に使えるのか、あるいは課題

が生じるのかを明確にしていくことが必要。（第１回） 

○ 紙については、深い読解力、一覧性、思考の定着といった面で非常に強み

があり、デジタルについては、個別最適化、可視化、試行錯誤、協働的学習
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の面で非常にプラスになっている。それらを適切に組み合わせて設計し、使

用することが大事（第１回） 

○ 教材においても紙とデジタルそれぞれに適した学習場面があると認識して

おり、例えば書くこと、試行錯誤すること、思考を深めるような場面では、

紙に価値がある。他方で、即時フィードバック、情報共有の可視化、個別最

適な学びの支援では、デジタルが有効。（第１回） 

 

【論点③ 児童生徒の発達段階との関係】 

認知科学や発達心理学などの知見も踏まえて、児童生徒の発達段階とデジタ

ルな形態を含む新たな教科書の発行・使用との関係をどのように考えるか。 

○ 高校の学習教材や教科書については分量がかなり多いことも踏まえる必要

がある。（第１回） 

○ デジタル媒体の場合、画面上で何度も消せるからこそ、描くということに

きれいさを求め、描くということ自体にこだわってしまうことがある。 （第１

回） 

○ 意図しない振る舞い（操作）が集中の妨げになることがある。（第１回） 

○ 授業そのものよりも、機能の探索やアプリケーションの可能性に没入して

しまう可能性がある。（第１回） 

○ タブレットを用いて協働的な学習をする場合、他の児童生徒の顔を見ず、

画面を見て会話してしまうことがある。（第１回） 

○ 小学校の段階では発達段階を考慮することが重要であり、低学年では学習

する内容を容易に見ることができることが重要。中学年についても、同様に

容易に見たり見比べたりできることが大切。（第１回）（※再掲） 

 

【論点④ 目的外使用と情報活用能力】 

デジタルな形態を含む新たな教科書が導入された場合、授業等での PC・タブ

レット等の活用場面が増加することが考えられるが、児童生徒が学習目的以外

のことに使用したりすることのないよう、次期学習指導要領の検討も踏まえつ

つ、情報活用能力の育成強化の観点も含め、どのような対応が必要と考えるか。 

○ ICT活用と情報活用能力の育成は、次期学習指導要領の検討でも示されてい

る論点であり、当該検討の中でも、情報活用能力の活用について考える必要

がある。（第１回） 

 

【論点⑤ 「手書き」が減少する懸念】 

授業等での PC・タブレット等の活用場面が増加することにより、児童生徒が

「手書き」する場面が減少するとの懸念についてどのように考えるか。 
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○ 思考の整理、概念の定着、感情やアイデアの表現については、手書きの素

晴らしい点が表れている。（第１回） 

○ 教材においても紙とデジタルそれぞれに適した学習場面があると認識して

おり、例えば書くこと、試行錯誤すること、思考を深めるような場面では、

紙に価値がある。（第１回）（※再掲） 

 

【論点⑥ 健康への影響】 

デジタルな形態を含む新たな教科書が導入された場合、児童生徒の視力低下

など健康への影響をどのように考えるか。 

○ 問題は、健康に関するガイドラインが学校現場で守られているかであり、

ガイドラインで求められているような内容を指導できる教師の育成が一つ課

題。（第１回） 

○ 家庭学習時の教科書の使い方までは把握できないため、保護者への啓発も

併せて必要。（第１回） 

 

【論点⑦ 諸外国の動向】 

諸外国における教科書へのデジタル活用をめぐる動向についてどのように考

えるか。 

○ フィンランドとかシンガポール等の先行国においては、学年や基礎的な学

力を身につける学習指導では、紙の教科書の方がより学習効果が高い可能性

があると示されていると承知。（第１回） 

 

【論点⑧ 次期学習指導要領との関係、デジタル教材との連携】 

次期学習指導要領における基本的方向性として示されている教科書の在り方

（内容の精選や教材との役割分担）を実現するために、デジタルな形態を含む

新たな教科書の導入に合わせて、教科書の発行者と採択権者双方にどのような

ことを示していくか。また、その上でデジタル教材との円滑な連携をどのよう

に確保していくか。 

○ 内容については、質とともに膨大になり過ぎないように、適正な量という

のが求められるのではないか。（第１回） 

○ 設計や制度の在り方によっては、現場にとっての使いやすさや教材との役

割分担が曖昧になる懸念も感じている。教材は、個別最適、基礎・基本の徹

底、学びに向かう多様なアプローチなど、いわゆる「どのように学ぶか」と

いうところを支える存在であり、教科書と教材の役割分担こそがこれまで現

場を支えてきた重要な構造である。（第１回） 

○ 教科書と教材の適切な線引き、そして連携の在り方を明確にすることが、
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現場の混乱を防ぎ、より質の高い学びにつながっていくのではないか。 （第１

回） 

 

【論点⑨ 発行者、採択権者等の負担】 

教科書の制作・発行、採択、使用において、発行者や採択権者などに過度な

負担が生じないよう、どのようなことに留意すべきか。 

○ 教科書の採択の際、発行者として見本を提供することになっているが、制

度改正後、デジタルの形態を含む見本をどのように提供するのが良いのか。

（第１回） 

○ デジタルな形態を含む教科書も採択の対象となることで、デジタルな素材

についても十分に吟味することとなり、業務量の面で悩ましい事態に陥らな

いか懸念。採択に要する時間を現状よりも十分にとれるようにする必要があ

るのではないか。（第１回） 

○ デジタルな形態を含む教科書の内容や量について制約をかける必要がある

のではないか。（第１回） 

○ デジタルな形態を含む教科書の採択に当たって、格納された全てのデジタ

ルコンテンツを調査するためには、相当な時間と労力がかかる。都道府県教

育委員会における調査研究の対象範囲を含め、国として方向性を示すべき。

（第１回） 

 

【論点⑩ 学校の ICT環境や支援体制】 

デジタルな形態を含む教科書を採択し、円滑に使用していくために学校の ICT

環境や支援体制に関してどのようなことに留意すべきか。 

○ 全校一斉使用に耐え得るだけの回線速度の確保や、必要に応じた回線工事

が今後の課題になると予測される。（第１回） 

 

【その他の御意見】 

○ 論点③（児童生徒の発達段階との関係）について、発達段階に加えて「障

害特性」も踏まえる必要がある。（第１回） 

○ 学校教育法附則第９条の教材は絵本を含む一般図書を指すため、デジタル

な形態の学校教育法附則第９条の教材については、どういったものがそれに

該当し得るのかというガイドラインが必要。（第１回） 

○ 文部科学省著作教科書についても、デジタル化を進めてほしい。（第１回） 

○ 震災等により充電が十分できない環境下では、デジタル媒体のみの教科書

を見ることができず、学習が止まってしまう懸念もある。（第１回） 

○ ライセンスの有効期間や対象学年の制限、予習・復習での利用可否など、
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今後、細かなルールを整理する必要がある。（第１回） 


